
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 東灘処理場分場1系生物反応槽他下水道土木施設防食被覆工事 

契約変更後の工事概要 

・コンクリート構造物補修工（生物反応槽１系）一式 

・コンクリート構造物補修工（生物反応槽流入ピット）一式 

・仮設工 一式  

 

契約変更の理由 

本工事は、東灘処理場分場１系生物反応槽他において、防食被覆工事を実施するもので

ある。以下の理由により変更が生じる。 

 

１．端部処理工の増工 

  現地調査の結果、防食被覆層の施工完了後、被覆層端部からの剥離や劣化因子 

 の侵入を防止するため、新たに端部処理が必要となる。 

 

２．劣化部除去工の増工 

  現地調査の結果、鉄筋処理を行うためにはつり出す範囲が増加する。 

 

３．断面修復工の増工 

  ２．に伴い、断面修復を行う範囲が増加する。 

 

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

 

 


